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 プロポーザル参加者 各位 

 

御代田町長 小園 拓志 

（ 公 印 省 略 ） 

 

御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業務」公募型プロポーザルに係る 

提案上限額の提示及び企画提案書の再提出について（通知） 

 

 本プロポーザルにつきましては、実施要領において、備品購入費は令和８年６月議会定例会における予算の

可決を前提とし、現時点で予算額は確定していない旨を明記したうえで、企画提案書及び見積書等の提出をお

願いしておりました。 

 このたび、令和８年６月議会定例会において本業務に係る予算が可決され、町としての事業規模が確定した

ことから、備品購入費に係る提案上限額を下記のとおり提示します。 

 つきましては、全参加者を同一条件のもとで審査するため、提案上限額を踏まえ、当初提出した企画提案

書、見積書、その他関係書類に変更が生じる場合は、変更後の書類を期限までに再提出してください。変更が

生じない場合は、再提出の必要はありません。 

 また、企画提案書等の再提出期間を設けることに伴い、既に通知しているプレゼンテーション審査の日程を

変更します。 

 なお、本通知は予算の可決により確定した条件を全参加者に対して同一に示し、公平な審査を行うためのも

のです。また、本通知は、実施要領及び仕様書の一部を補足、修正するものです。 

 参加者の皆様におかれましては、御多忙のところ再度の提出となり大変恐れ入りますが、本通知の趣旨を御

理解のうえ、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 提案上限額 

   設計監理委託料  3,000,000円（消費税含む） 

   備品購入費   10,420,000円（消費税含む） 

 

 ２ 再提出を求める書類 

   ア 企画提案書 

   イ 提案概要書 

   ウ 設計監理業務 

   エ イメージ図 

   オ 業務工程表 

   カ 設置遊具等一覧表 

   キ 見積書（設計監理） 

   ク 見積内訳書（設計監理） 

   ケ 見積書（備品） 

   コ 見積内訳書（備品） 

 

   ※ 上記のうち、提案上限額の提示に伴い変更が生じる書類を再提出してください。 

   ※ 見積書又は見積内訳書を変更する場合は、企画提案書、イメージ図、設置遊具等一覧表、

その他関係書類についても変更後の見積内容と整合するよう必要に応じて修正してください。 

 

 

 



 ３ 提出部数 

   ・ 正本 １部 

   ・ 正本の書類データ一式 

 

 ４ 提出期限 

   令和８年７月14日（火）午後５時（必着） 

 

 ５ 提出場所 

   御代田町保健福祉課こども家庭相談係（１階 ６番窓口） 

   住所：長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6 

   電話：0267-31-0747 

   F A X：0267-31-2511 

   メール：soudan@town.miyota.lg.jp 

 

 ６ 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便）とします。郵送で提出する場合は、封筒等の表面に「こども室内あそびば整備 

業務公募型プロポーザル企画提案書在中」と記載してください。 

 正本の書類一式のデータは電子メールにて提出してください。 

 

 ７ 審査の取扱い 

   提案上限額の提示に伴い、企画提案書、見積書、その他関係書類を再提出した参加者については、再提出 

された書類を審査対象とします。 

 提出期限までに再提出がない場合は、当初提出された企画提案書、見積書、その他関係書類について、提 

案上限額を踏まえても変更がないものとみなし、当初提案書類を審査対象とします。 

 

 ８ プレゼンテーション審査日程の変更 

内容 変更前 変更後 

プレゼンテーション審査日 令和８年６月24日（水） 令和８年７月21日（火） 

プレゼンテーション会場 御代田町役場 ２階大会議室 御代田町役場 ２階庁議室 

控室 御代田町役場 ２階会議室１ 御代田町役場 ２階相談室４・５ 

   ※ 実施時間、実施方法、所要時間、集合時間、その他の事項については既に通知した内容から変更はあ 

りません。 

 

 ９ その他 

   （１） 本通知に定めのない事項については、実施要領、仕様書及び審査基準表によるものとします。 

   （２） 再提出に要する費用は、参加者の負担とします。 

   （３） 参加を辞退する場合は、実施要領に基づき辞退届を提出してください。 

   （４） プレゼンテーション審査の日程変更に伴い、実施要領に記載している全体スケジュールを変更 

      いたします。変更後のスケジュールを反映した実施要領は、町公式ホームページに掲載しますの

で、必ず御確認ください。 

    （５） 本通知は、実施要領及び仕様書の一部を補足、修正するものとして、全参加者へ個別に通知する

とともに、町公式ホームページに掲載します。 

 

御代田町保健福祉課こども家庭相談係 

〒389-0292長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6 

電話：0267-31-0747  FAX：0267-31-2511 

メールアドレス：soudan@town.miyota.lg.jp 


